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指定訪問入浴介護重要事項説明書 

 

厚生労働省令の定められた規定に基づき、当事業所が利用者に説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

１．事業所の概要 

名  称 社会福祉法人河津町社会福祉協議会（指定訪問入浴介護事業所） 

所在地 
〒413－0504 

静岡県賀茂郡河津町田中２１２番地の２ 

電話番号 ０５５８－３４－１２８６     

法人名称 社会福祉法人河津町社会福祉協議会 

代表者職名 会長 

代表者氏名 土屋 雅之 

管理者氏名  島崎 美好 

介護保険事業所番号 ２２７０１０００３１ 

指定年月日 平成１２年３月１日 

交通の便 伊豆急河津駅より東海バス役場前バス停下車もしくは徒歩 20 分 

サービスを提供する 

通常の実施地域 
河津町全域 

営業日 月曜日～金曜日 但し、１２月２９日～１月３日を除く 

サービス提供時間帯 ８：１５～１７：００ 

第三者評価の実施 

状況 

あり・なし 

２．職員の体制 

当事業所では、利用者に対して訪問入浴介護サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉 

職 種 常 勤 非常勤 計 

１. 管理者兼介護職員 １名  １名 

２. 介護職員   ２名以上 ２名以上 

３. 看護職員   １名以上 １名以上 

３．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者のご家庭に訪問し、訪問入浴介護サービスを提供します。  

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担頂く場合 

があります。 

（１）  介護保険給付の対象となるサービス 

看護職員１名及び介護職員２名が、簡易移動浴槽を使用し洗身・洗髪の介護を行

う入浴サービス、又は清拭・部分浴(洗髪、陰部、手・足等の洗浄)を提供します。 

(２)利用料金 

  別紙「訪問入浴サービス利用料金表」をご参照ください。 
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４．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護職員等 

サービス提供時には、複数の介護職員等が交替してサービスを提供します。 

（２）介護職員等の交替 

①利用者からの交替の申し出 

介護職員等の交替を希望する場合には、当該介護職員等が業務上不適当と認め

られる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護職

員等の交替を申し出ることができます。但し、利用者から特定の介護職員等の

指名はできません。 

②事業者からの介護職員等の交替 

事業者の都合により、介護職員等を交替することがあります。 

介護職員等を交替する場合は利用者及びその家族等に対してサービス利用状況

の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

利用者は「３．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業

務を事業者に依頼することはできません。 

②訪問入浴介護サービスの実施に関する指示 

訪問入浴介護サービスの実施に関する指示はすべて事業者が行います。但し、

事業者は訪問入浴介護サービスの実施にあたって利用者の体調・意向等十分に

配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問入浴介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）

は無償で使用させて頂きます。介護職員等が事業所に連絡する場合の電話等も

使用させて頂きます。 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更

したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）介護職員等の禁止行為 

介護職員等は、利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供にあたって、次に該

当する行為は行いません。 

①医療行為又は医療補助行為 

②利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

③利用者の家族等に対する訪問入浴介護サービスの提供 

④飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動  

⑥その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

５．緊急時の対応方法 

サービス提供中に、利用者の急変等緊急事態が生じた時には、利用者の主治医等に

連絡するとともに医師の指示に従い適切な対応にあたります。また、速やかに居宅
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介護支援事業所、又は必要に応じて警察・消防署等へ協力依頼し、状況に応じて保

険者に連絡します。 

６．衛生管理等 

（１）従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。  

（２）当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底しています。 

（４） 事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（５）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

７．秘密の保持等 

 従業者は業務上知り得た秘密を漏らしません。また、退職後もこれを守ります。  

８．虐待の防止について 

 本事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。  

（１）事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

（２）事業所における虐待防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。  

(４) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

○虐待防止に関する責任者  管理者  島崎 美好  

(５) サービス提供中に、当該事業者従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報します。 

９．ハラスメント対策について 

ハラスメントとは、相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つける、いじめや嫌が

らせを示すもので、言葉や行動、態度によって、相手を精神的、身体的に苦しめる

行為を指します。ハラスメントは、故意の悪意がなくても、受け取る側の不快感や

不利益が成立すれば、ハラスメントとなります。事業所において、ハラスメントに

よる就業環境が害されることを防止するために、社会福祉法人河津町社会福祉協議

会ハラスメント防止規程を遵守します。 

１０．事故発生時の対応方法 

（１）当事業所が提供するサービス中に事故が発生した場合は、居宅介護支援事業所、

保険者に連絡を行い、必要な措置を講じます。 

  ①事故報告書にて従業者に周知を行い、事故の原因を解明し、事故防止マニュア

ルの整備や研修会等を開催するなど事故防止に努めます。 

  ②事故の状況及びとった処置について記録し、賠償すべき事故が発生した場合に

は損害賠償を速やかに行います。 

  ③必要に応じて保険者、県等の指導助言を仰ぎます。 

１１. 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問入浴介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画
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（業務継続計画）を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。  

１２．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。  

担  当  管理者 島崎 美好 

電  話  ０５５８－３４－１２８６ 

受付時間  月曜日～金曜日 ８：１５～１７：００ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

苦情等の連絡調整を行う 

第三者委員 

 

渡辺  篤  河津町下佐ヶ野 0558-35-7420 

長岡 倫昭  河津町谷津   0558-34-0716 

河津町福祉介護課介護係（保険者） 

 

所在地    河津町田中２１２番地の２ 

電話番号  ０５５８－３６－３２３２ 

受付時間  ８：１５～１７：００ 

静岡県国民健康保険団体連合会 

（苦情相談窓口） 

所在地    静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

電話番号  ０５４－２５３－５５９０ 

受付時間  ９：００～１７：００ 
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令和   年    月    日 

 

（事業者） 

   訪問入浴介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を  

   行いました。 

      所在地  静岡県賀茂郡河津町田中２２６番地 

       

          名  称   社会福祉法人河津町社会福祉協議会 

 

          説明者                           ㊞ 

(契約者） 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問入浴介護サービ

スの提供開始に同意しました。 

 

          住 所  静岡県賀茂郡              

 

          氏 名                                    ㊞ 

 

私は、契約者の意思を確認したうえ、署名代行しました。 

(上記代理人) 

(署名代行者） 

住  所                                  

 

          氏  名                                    ㊞ 

      （続 柄                   ） 

 

（注）代理人とは、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに契約者の立場に  

立って事業者との連絡調整を行える方です。 
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別  紙         訪問入浴サービス利用料金表  

社会福祉法人河津町社会福祉協議会 

全身入浴を実施した場合 

看護師又は准看護師 1 名及び 

介護職員 2 名で実施した場合 
介護職員 3 名で実施した場合 

利 用 料 利用者負担額 利 用 料 利用者負担額 

１２,６６０円 （１割）１,２６６円 １２,０３０円 （１割）１，２０３円 

（２割）２,５３２円 （２割）２，４０６円 

（３割）３,７９８円 （３割）３，６０９円 

利用者の希望により清拭又は部分浴を実施した場合 

看護師又は准看護師 1 名及び 

介護職員 2 名で実施した場合 
介護職員 3 名で実施した場合 

利 用 料 利用者負担額 利 用 料 利用者負担額 

１１,３９０円 （１割）１,１３９円 １０,８３０円 （１割）１,０８３円 

（２割）２,２７８円 （２割）２,１６６円 

（３割）３,４１７円 （３割）３,２４９円 

適用加算 

訪問入浴介護職員等処遇改善加算Ⅲ 合計単位数×79/1,000 

初回加算 2,000 円/月（初回入浴月のみ） 

看取り連携体制加算 640 円/回 

(１)提供サービスが介護保険の適用を受ける場合、利用料の自己負担分(介護保険負

担割合証に記載されている負担割合分)の料金をお支払いいただきます。 

但し、介護保険法に基づいて、保険給付を償還払い（一旦利用者が利用料の全

額を払い、その後、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける方法）の方は、

お申し出下さい。 

(２)生活保護受給者や被爆者健康手帳保持者など公費が適用される場合がありま 

すので、ご相談ください。（確認書類が必要） 

(３)提供サービスが介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額をお支

払い頂きます。 

(４)通常の事業実施地域以外の地域に居住される利用者に対してサービスを提供す

る場合は、事業実施地域を越えた地点から 1 キロメートルにつき５０円を実費

として頂きます。 

(５)利用料金については、月末までに次のいずれかの方法でお支払いください。現

金徴収、口座振替(ゆうちょ銀行、富士伊豆農協)、または本会指定口座への振

込みによる支払いとなっています。 

(６)原則としてキャンセル料は頂きませんが、故意に事業所の運営に影響を及ぼす

と判断される場合、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りで

はありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無   料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の 100％ 

 


